
令和４年度茨木市青少年問題協議会　第1回専門部会【資料１】

（順不同・敬称略）

令和4年7月1日

役　職 　氏　　名　 備　　　　　　考

1 会長 福岡　洋一 茨木市長

2 委員 岡田　祐一 茨木市教育委員会教育長

3 委員 長谷川　浩 茨木市議会文教常任委員会委員長

4 委員 大嶺　さやか 茨木市議会文教常任委員会副委員長

5 委員 三川　俊樹 追手門学院大学心理学部教授

6 委員 福井　斉 梅花女子大学心理こども学部准教授

7 委員 角谷　典計 大阪府茨木保健所次長

8 委員 内田　正俊 茨木市内府立高等学校代表（福井高等学校校長）

9 委員 廣瀬　憲吾 茨木市立中学校校長会代表（太田中学校校長）

10 委員 越智　聡 茨木市立小学校校長会代表（穂積小学校校長）

11 委員 石田　陽子 茨木市立幼稚園園長会代表（東雲幼稚園園長）

12 委員 田村　枝和子 茨木市立保育所所長会代表（小規模保育施設のぞみ施設長）

13 委員 中村　亀雄 茨木地区保護司会代表

14 委員 西坂　剛 茨木警察署生活安全課長

15 委員 桑本　由利子 茨木市ＰＴＡ協議会代表

16 委員 明瀬　秀憲 茨木市中学校区青少年健全育成運動協議会会長連絡会代表

17 委員 平松　克一 茨木市小学校区青少年健全育成運動協議会会長連絡会代表

18 委員 藤森　潔文 茨木市青少年指導員連絡協議会代表

19 委員 浦野　祐美子 茨木市こども会育成連絡協議会代表

20 オブザーバー 阪口　克美 吹田子ども家庭センター企画調整課長

役　職 　氏　　名　 備　　　　　　考 第1回専門部会
参加方法

1 委員 三川　俊樹 追手門学院大学心理学部教授 会場

2 委員 福井　斉 梅花女子大学心理こども学部准教授 オンライン

3 委員 角谷　典計 大阪府茨木保健所次長 オンライン

4 委員 内田　正俊 茨木市内府立高等学校代表（福井高等学校校長） オンライン

5 委員 廣瀬　憲吾 茨木市立中学校校長会代表（太田中学校校長） オンライン

6 委員 越智　聡 茨木市立小学校校長会代表（穂積小学校校長） オンライン

7 委員 西坂　剛 茨木警察署生活安全課長 会場

8 委員 桑本　由利子 茨木市ＰＴＡ協議会代表 会場

9 委員 明瀬　秀憲 茨木市中学校区青少年健全育成運動協議会会長連絡会代表 会場

10 委員 平松　克一 茨木市小学校区青少年健全育成運動協議会会長連絡会代表 会場

11 委員 藤森　潔文 茨木市青少年指導員連絡協議会代表 会場

12 委員 浦野　祐美子 茨木市こども会育成連絡協議会代表 会場

令和４年度 茨木市青少年問題協議会委員名簿

【専門部会】
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令和４年度茨木市青少年問題協議会 第 1回専門部会【資料 2】 

 

 

 

 

茨木市青少年問題協議会のこれまでの経過 

 

 

１ 設置根拠  

 

《地方青少年問題協議会法》 

 第 1条  

  「市町村に、附属機関として市町村青少年問題協議会をおくことができる。」 

 第 2条 

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項の

調査審議 

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必

要な関係行政機関相互の連絡調整 

 

《茨木市青少年問題協議会条例》 

  構成：(1)学識経験者 (2)関係団体を代表する者 (3)市議会議員 (4)関係行政機関の職員 

(5)市の職員 

  任期：２年  

会長：市長 

  専門部会：専門の事項に関する調査又は審議を分掌 

 

２ 現状 

■青少年問題協議会、同専門部会を必要に応じて開催。 

■茨木市青少年問題協議会・専門部会構成メンバー ・・・別紙（資料１）のとおり 

■役割 

茨木市青少年問題協議会条例第 6条 

 協議会に専門事項に関する調査又は審議を分掌させるため、専門部会を置くことができる。 

 《協議会》 専門部会に、本市青少年健全育成に関する提言案の検討・作成を付託。その提言

案をもとに、審議・決定 

 《専門部会》協議会から付託された事項について、検討し、協議会に報告する。 

■主な審議、提言内容 

・主に 18歳未満の青少年を対象とし、学校や地域等において取り組む青少年健全育成について

審議 

・「茨木市青少年育成のための重点目標と取組状況」及び「青少年育成の現状報告と課題」につ

いて審議、決定 重点目標についてのリーフレットを作成し、保護者や関係団体へ周知 
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令和４年度茨木市青少年問題協議会 第 1回専門部会【資料 2】 

 

 

 

■青少年健全育成事業補助金 

＜概要＞ 

地域における青少年の健全育成活動を推進することを目的として、市内の青少年健全育成関係団

体が実施する事業に対し、市が補助金を交付するものです。 

 

＜令和３年度 交付実績＞ 

実施団体区分 申請団体数 金額（千円） 

小学校区こども会育成連絡協議会 16 374 

小学校区青少年健全育成運動協議会 22 1,721 

小学校区青少年会育成会 2 21 

中学校区青少年健全育成運動協議会 9 553 

中学校区青少年指導員会 1 27 

茨木市こども会育成連絡協議会 0 0 

茨木市青少年指導員連絡協議会 1 394 

合計 51 3,090 

 

■現在の取組 

 

【 青少年問題協議会 】 

・専門部会からの報告について議論 
・青少年健全育成運動重点目標を提言 
・青少年健全育成「ほっとけん！アワード」による 

青少年育成行事の好事例の公表 

【 専門部会 】 

・青少年育成の現状報告と課題の共有 
・青少年健全育成運動重点目標の取組状況の確認 
・青少年健全育成「ほっとけん！アワード」の決定 

報 告 

【 保育所・幼稚園 

・小学校・中学校・高等学校 】 

※ 通学・通園する青少年を通じて各家庭に 
啓発用リーフレットを配布 

【 青少年健全育成団体 】 

・小学校区こども会育成連絡協議会 
・小学校区青少年健全育成運動協議会 
・小学校区青少年会育成会 
・中学校区青少年健全育成運動協議会 
・青少年指導員会 
※ 「自己点検アンケート」の記入により、 
青少年健全育成運動重点目標を意識した 
青少年育成行事を企画・運営 

周 
知 
・ 

啓 
発 

周 
知 

・ 
啓 

発 

付 託 青 
少 
年 
育 
成 
行 
事 
の 
実 
施 

家 庭 

学 校 

地 域 

青少年健全育成「ほっとけん！アワード」の推薦 
（活動状況の報告） 

１．重点目標の期間は概ね 3年とし、地域などへ浸透させる。 
 
２．青少年健全育成事業補助金の対象団体へ重点目標 

「子どものＳＯＳほっとくん⁉ ～大人が気づいて声をかけあう関係づくり～」の意識づけを行う。 
その手法として、行事の計画時と実施後に自己点検アンケートへの記入を対象団体にお願いしている。 

  →青少年にとって地域行事等が自己有用感を高める機会となるよう意識し、青少年と大人の顔の見える関係づ
くり、相談しやすい関係づくりを促す。 

 
３．専門部会が自己点検アンケートと補助金提出書類により、地域の取組状況を把握する。 
  →これまでは、各校区で実施されている行事名のみ集約し公表していたが、平成 30年度より地域が目指す方向

や成果等について現状把握する。 
  →対象団体へは、青少年健全育成事業補助金説明会で協力を依頼する。（各校区会長連絡会、こども会会長説明

会等を活用する。） 
 
４．以降は実施サイクルの中で、専門部会において 

①自己点検アンケートの集計等から、青少年健全育成運動重点目標の取組状況の把握 
②ほっとけん！アワード選考により青少年育成活動の状況把握や目標達成に向けた好事例の公表 

③時点時点における青少年育成の現状報告と課題の共有を行う 
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令和４年度茨木市青少年問題協議会 第1回専門部会 【資料3】 

令和４年度 茨木市青少年問題協議会・協議内容予定（案） 

令和４年８月 24 日 

教育総務部 社会教育振興課 

 

現在、地域では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、多くの青少年健全育成活動

が中止や延期をしている。安全確保のための準備が可能か、感染を恐れたスタッフ・参加

者の減少、担い手不足にも拍車がかかるのではないかという不安が再開への大きな妨げ

となっている。 

一方、感染対策を行いながら内容に工夫を凝らした青少年育成行事を実施している地

域もあり、コロナ禍でも青少年の体験活動の機会を提供し、地域と青少年との結びつきを

深めている事例も見受けられる。 

また、学校や部活を始めとした様々な活動の自粛から、コロナ疲れによる心のケアの必

要性、体験活動の減少に伴うネット依存への加速、対面での人間関係構築の機会の減少な

ど、青少年に係る新たな問題も発生しているものと予想される。 

このような状況を踏まえ今年度の青少年問題協議会では、付託事項である「青少年育成

の現状報告と課題の共有」の中で、新たな生活様式に応じた安全・安心で持続可能な青少

年健全育成活動を推進するために、各協議会の代表者がそれぞれの青少年育成の状況や

行事再開に向けた課題や工夫を報告・共有する。 

 

専門部会での協議事項（予定） 

●第 1 回 専門部会（本日） 

付託事項の検討について 

 ・青少年健全育成運動重点目標の取組状況（自己点検アンケートのまとめ） 

  ・ほっとけん！アワードの進捗状況 

・青少年育成の現状報告と課題の共有 

 

●第 2 回 専門部会 令和４年 11 月 28 日（月）予定 

 付託事項の検討について 

 ・青少年健全育成運動重点目標の取組状況 

  ・ほっとけん！アワードの決定 

・青少年育成の現状報告と課題の共有 

 

◎第１回 茨木市青少年問題協議会 令和５年 2 月予定  

 １）付託事項の報告 

 ２）ほっとけん！アワードの決定の報告 
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青少年問題協議会・専門部会　年間スケジュール（2021年～2023年） 令和４年度茨木市青少年問題協議会　第１回専門部会【資料４】
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第
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専門部会 　 　
第
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回

第
2
回

自己点検アンケート（事前）
確
認
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認

承
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各団体の活動紹介
確
認

　
承
認

説
明

　
説
明

推
薦

決
定

報
告

発
表

確
認

　
確
認

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

青少年問題協議会協議会 　
第
1
回

専門部会 　 　
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1
回
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回
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1月 2月 3月

会議

冊子

4月 5月 6月 7月 8月
Ｒ５ 202３年

重点目標

9月 10月 11月 12月

ほっとけん！アワード

2月 3月

会議

冊子

ほっとけん！アワード

9月 10月 11月 12月 1月4月 5月 6月 7月 8月

重点目標

Ｒ３ 202１年

Ｒ４

重点目標

2月 3月

会議

冊子

ほっとけん！アワード

9月 10月 11月 12月 1月4月 5月 6月 7月 8月
202２年

提出（R2分） 発

行

集計（R3分）

集計（R2分）

事務局作業

各団体で選考

各団体の目標達成

状況の確認

発

行

案

決

定

コロナ禍における青少

年健全育成活動の停滞
提出（R3分）

提出（R3分） 発

行

集計（R4分）

集計（R3分）

事務局作業

各団体で選考

各団体の目標達成

状況の確認

発

行

案

決

定

コロナ禍における青少

年健全育成活動の停滞
提出（R4分）

提出（R4分） 発

行

集計（R5分）

集計（R4分）

事務局作業

各団体で選考

各団体の目標達成

状況の確認

発

行

案

決

定

コロナ禍における青少

年健全育成活動の停滞
提出（R5分）

コロナ禍の状況を勘案しながら、新しい重点目標の設定を検討
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令和４年度茨木市青少年問題協議会　第１回専門部会【資料5】

回収時期　Ｒ３年度 ： 2021年4月1日から2021年12月24日

　　　　   Ｒ４年度 ： 2022年4月1日から2022年12月21日

重点目標の取組状況

（自己点検アンケート集計【行事計画時・実施後・最新計画時の比較】）

自己点検アンケートの趣旨・目的

　本市の青少年育成運動は、茨木市青少年問題協議会で「茨木市青少年健全育成運動重点目標」を定め各青少年団体に具体的

な取組をお願いしている。この自己点検アンケートは、青少年健全育成事業補助金の対象行事の実施に伴い、計画から実施後

の各段階において、青少年健全育成重点目標に沿った取組がどの程度意識できたか、行事ごとに自己点検を行っていただくた

めに実施した。

回収方法　（コロナ禍である令和4年度の補助金申請期間は従来の7月31日から12月21日まで延長している。）

　青少年健全育成事業補助金の申請書類提出に合わせて社会教育振興課窓口にて回収

■重点目標に沿って、行事の計画を行った

か。

「沿っていた」は

R3計画時63％、実施後41％、R4計画時54%

「おおむね沿っていた」は

R3計画時35％、実施後49％、R4計画時42%

「あまり沿っていなかった」は

R3計画時2％、実施後10％、R4計画時4%となっ

た。

■重点目標に沿った取組を実施することで得

た（期待される）効果。

重点目標に沿った取組を実施することで得た（期待

される）効果では、令和４年度においても令和３年

度から引き続き「地域のつながり」「学校とのつな

がり」「声を掛けあえる環境づくり」などの効果が

得られることを期待して行事が計画されている。コ

ロナ禍で、生活様式やコミュニケーションの手段が

変化し、人間関係の希薄化が懸念される中で、行事

の実施が青少年と地域・学校・家庭のつながり強化

に資することを期待しているものと伺える。
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重点目標に沿った計画か

沿っていた おおむね沿っていた あまり沿っていなかった

2%

1%

16%

42%

51%

62%

52%

69%

70%

89%

1%

3%

15%

36%

35%

38%

62%

64%

65%

85%

0%

0%

21%

50%

52%

57%

60%

60%

69%

97%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

ネット被害の防止

問題行動の抑制

信頼関係の構築

親子のつながり

安全・安心な社会環境づくり

顔の見える環境づくり

声を掛けあえる環境づくり

学校とのつながり

地域のつながり

重点目標に沿った取組を実施することで得た

（期待される）効果

R3計画時 R3実施後 R4計画時

調査対象団体・行事 R3・計画時 　⇨ R3・実施後 　⇨ R4・計画時

補助金申請団体数 　　51団体 　⇨ 　　51団体 　⇨ 　43団体

補助対象行事 105行事 　⇨ 105行事 　⇨ 110行事 【R4.7.31現在】
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令和４年度茨木市青少年問題協議会　第１回専門部会【資料5】

■青少年に対する大人のかかわりに関して、

青少年との役割分担は。

「青少年が一部を担当」は

R3計画時74％、実施後50％、R4計画時77％

「全て大人が担当」は

R3計画時26％、実施後45％、R4計画時23％

「青少年が全てを担当」は

R3計画時0％、実施後5％、R4計画時０％となっ

た。

■青少年に対する大人のかかわりに関して、

青少年と相談しながら行事をおこなったか。

「青少年に一部を相談」は

R3計画時67％、実施後48％、R4計画時69％

「相談はしていない（全て大人）」は

R3計画時28％、実施後50％、R4計画時24％

「青少年に全てを相談」は

R3計画時5％、実施後2％、R4計画時7％となった。

■青少年に対する大人のかかわりに関して、

行事の対象者は誰か。

「青少年対象」は

R3計画時89％、実施後90％、R4計画時91%

「青少年以外」は

R3計画時11％、実施後10%、R4計画時9%となっ

た。

89%

90%

91%

11%

10%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R3計画時

R3実施後

R4計画時

行事の対象者

青少年対象 青少年以外

67%

48%

69%

28%

50%

24%

5%

2%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R3計画時

R3実施後

R4計画時

青少年と相談したか

青少年に一部 全て大人 青少年に全てを相談

74%

50%

77%

26%

45%

23%

0%

5%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R3計画時

R3実施後

R4計画時

行事の担当者

青少年が一部 全て大人 青少年が全てを担当

7



令和４年度茨木市青少年問題協議会　第１回専門部会【資料5】

■青少年に対する大人のかかわりに関して、

青少年への指導・助言をおこなったか。

「青少年に一部を指導・助言」は

R3計画時66％、実施後55％、R4計画時66％

「全て指導・助言した」は

R3計画時15％、実施後10％、R4計画時19％

「助言指導はしていない」は

R3計画時19％、実施後35％、R4計画時15％となっ

た。

■青少年に対する大人のかかわりに関して、

青少年の希望を採用したか。

「青少年の希望を一部採用」は

R3計画時78％、実施後53％、R4計画時79％

「青少年の希望は採用していない」は

R3計画時18％、実施後40％、R4計画時14％

「青少年の希望を全て採用した」は

R3計画時4％、実施後7％、R4計画時7％となった。

■アンケートのまとめ

　各青少年健全育成団体の青少年育成行事の取組状況において、自己点検アンケートの行事計画時と実施後の数値を比較する

と、重点目標に沿った取組の数値が実施後では減少傾向にある。例えば、「重点目標に沿った計画か」では、「沿っていた」

が、令和3年度計画時63％、実施後41％、令和4年度計画時54％、「青少年に対する大人のかかわりに関して、青少年との役

割分担は」では、「青少年が一部を担当」が令和3年度計画時74％、実施後50％、令和4年度計画時77％となっており、実施

後の数値の落ち込みは他の設問においても同様の傾向にある。

　これは、重点目標である「大人が気づいて声をかけあう関係づくり」を意識して行事を計画しているものの、コロナ禍での

実施方法や企画において苦慮し、重点目標に沿った取組を計画通り実施できなかったものと伺える。

　また、令和４年度の計画時においては、地域の行事に青少年の積極的な参加を促し、コロナ禍で落ち込んだ青少年と地域・

学校・家庭等とのつながりの回復に期待して、重点目標に沿った行事を再開していく計画にあるものと考えられる。

　青少年問題協議会では各行事で青少年の役割を意識・計画し、自己有用感を高めるための工夫をするなどの地域行事を推奨

し、好事例を地域にフィードバックするとともに、担い手の活動意欲を高めていただくための「ほっとけん！アワード」や新

型コロナ禍での各団体の行事運営の工夫を積極的に発信するなど、青少年健全育成の充実を推進している。

66%

55%

66%

15%

10%

19%

19%

35%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R3計画時

R3実施後

R4計画時

青少年への助言・指導

一部指導・助言 全て指導・助言 助言・指導なし

78%

53%

79%

18%

40%

14%

4%

7%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R3計画時

R3実施後

R4計画時

青少年の希望を採用したか

一部採用 採用していない 全て採用した
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令和４年度茨木市青少年問題協議会 第 1 回専門部会【資料６】 

 

各青少年健全育成団体の活動状況 

   １．新型コロナウイルス感染拡大下における青少年健全育成活動 

青少年健全育成補助事業における新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響を把握

するため、令和元年度、令和 2年度、令和 3年度、令和 4年度での各行事の開催計

画状況を各年度 7月 31日現在で比較した。行事数は 170行事、91行事、88行事、

110行事となっている。令和 4年度行事数は、コロナ禍より前の令和元年度と比較

し約 35％減少しているが、通年でコロナ禍にあった令和 2年度と比較し約 21％増

加、令和 3年度と比較し約 25％増加している。これは、各青少年育成団体において

行事の再開に向けた取り組みが進んでおり、また、コロナ禍でも工夫を凝らした行

事を企画している団体が増加しているものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

実施場所別の令和４年度行事計画数は、令和２年度、３年度との比較で屋外・屋

内ともに計画数が増加しており、屋外のみならず比較的感染リスクの高い屋内でも

感染症対策に取り組みながら行事を計画していることが伺える。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

91 88

110

0

50

100

150

200

R1 R2 R3 R4

令和元年度～４年度の行事計画数

117

63 62
78

53

28 26 32

0

50

100

150

R1 R2 R3 R4

屋外・屋内活動の行事計画数

屋外活動 屋内活動
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令和４年度茨木市青少年問題協議会 第 1 回専門部会【資料６】 

 

２．種目別の行事実施件数 

    青少年健全育成団体は、これまで継続してきた青少年の体験活動の機会を維持し

ようと、感染拡大防止策を図りながら、工夫を凝らして行事を計画・実施している。 

令和 4年 7月 31日までに計画・実施された 110行事中、件数が多い行事の順に「屋

外スポーツ 23件」 「フェスティバル・レクリエーション 23件」 「清掃活動・

植樹 14件」 「広報誌 11件」 「パトロール 7件」 「研修会・講演会・懇談

会 7件」など、屋外行事を中心に計画・実施されている。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  屋外スポーツ,23

フェスティバル・レクリエーション,23

清掃活動・植樹,14広報誌,11

パトロール,7

研修会・講演会・懇談会,7

もちつき・とんど焼き,6

交流会・クリスマス

会・コンサート,6

キャンプ・ウォークラリー・

ハイキング,5

室内スポーツ,5 映画鑑賞,2
防災訓練,1

令和４年度に実施予定の種目別行事件数（全110行事）
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令和４年度茨木市青少年問題協議会 第 1 回専門部会【資料６】 

 

〇本市のコロナ禍における青少年健全育成の取組 

 

① オンラインによる会議・研修会の実施 

      コロナウイルス感染症対策として、各団体の役員会・会長連絡会等において、密・

接触を避けるため、Web会議での実施を図っている。 

また、青少年育成者を対象とした青少年健全育成研修会をオンラインで行った。 

  

② 青少年野外活動センター 

      屋外であることを活かして密集・密接を避けた「少人数・短期間」の学齢に応じ

たキャンプを実施し、様々な自然体験活動の機会を提供する。 

     また、オンラインによるキャンプカウンセラー研修を実施している。 

 

③ 高校生や大学生がクラブ活動等で培った技術等を活かし、小学生に体験活動を企 

画・指導する「青少年による青少年のためのイベント」について、コロナウイルス

感染症対策を施して実施した。 

 

 

３．青少年問題協議会から、 

青少年健全育成行事に取り組んでいただいている皆さまへ 

 

これまで多くの本市青少年健全育成団体は、祭りや地区運動会など様々な伝統 

行事を通じて「青少年と地域が交流する機会」を作ってきました。また、キックベ

ースボールやソフトボールなどのスポーツ活動を通じて「仲間作り」や「規範意識

の向上」を目指してきました。更にキャンプやハイキングで木漏れ日の中、小鳥の

さえずる声を聴き、野山を駆け回り小さな生き物に出会った時に湧き上がる「興味

や関心」「環境への思いやり」の心を育んできました。これら五感で感じる生の体 

験は、オンラインでは決して味わうことが出来ないものです。 

        現在も新型コロナウィルス感染症の拡大が続いておりますが、一時は失われた

この体験活動の再開に向け、茨木の次代を担う青少年のために今できること、そし

て収束後に何ができるかを青少年問題協議会のネットワークを生かして情報の共

有を図りながら計画し、安全安心な青少年の活動を実施していきましょう。また、

青少年健全育成事業に関する相談は、青少年問題協議会事務局までお寄せくださ

い。 

        茨木市教育委員会 社会教育振興課 指導育成係 072-622-5180 
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令和４年度茨木市青少年問題協議会 第 1 回専門部会 【資料 7-1】  

青少年健全育成「ほっとけん！アワード」 

 

１．目的・内容 

  青少年にまつわる様々な問題の解決を図る工夫や取組を行った地域行事に対して、行

事の益々の発展を支援し、他の地域に対して好事例として紹介するために青少年問題協

議会が審査・決定する。（賞金：アワード 1行事 5万円、奨励賞 4行事 3万円） 

 

２．対象 

  青少年健全育成事業補助金対象団体（10２団体） 

 

①小学校区こども会育成連絡協議会（２９団体） 

②小学校区青少年健全育成運動協議会（32団体）  

③小学校区青少年会育成会（1３団体） 

④中学校区青少年健全育成運動協議会（14団体）  

⑤中学校区青少年指導員会（14団体）       

 

※茨木市こども会育成連絡協議会及び茨木市青少年指導員連絡協議会は青少年健全育成事業補助金

対象団体であるが、それぞれ上記①⑤の団体の連絡調整を役割としているため表彰の対象からは省く。 

※コロナ禍での行事数減少を鑑み、対象行事の実施期間を令和３年４月１日～令和４年９月３０日ま

でとする。 

 

３．選考方法 

  ①各青少年健全育成事業補助団体の連絡協議会より 1団体（合計５団体）を推薦 

  ②①の団体から、青少年問題協議会にて「ほっとけん！アワード」を審査・決定 

 

４．表彰までの流れ  

  ①各団体連絡協議会等で 1団体を推薦 

（10月から 11月にかけて会議（書面会議の場合あり） 

  ②青少年問題協議会第２回専門部会において審査・各賞の決定（11月 28日） 

  ③青少年問題協議会で報告（２月） 

  ④アワード発表（３月）   

 

５．周知 

  社会教育振興課 HP、青少年問題協議会、各団体協議会・役員会（６月～７月）、 

青少年健全育成事業補助金説明資料の郵送時に同封（4月実施済み） 
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令和4年度茨木市青少年問題協議会　第1回専門部会【資料7-2】

ほっとけん！アワード決定までの流れ

対象：令和３年４月１日（木）～令和４年９月30日（金）の期間で実施済の青少年健全育成事業補助行事

 締切　10月３日（月）17時

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スケジュールが変更になる場合があります。

審査③ ２月
青少年問題協議会にて

審査結果の報告

ほっとけん！アワー

ドの正式決定

発　表 ３月 アワード発表

市ホームページや

青問協発行冊子への

掲載等

審査① ７月～11月
各協議会内でアワードへの

推薦行事の選考

各協議会内で推薦行

事（5行事）の選考

審査② 11月
青少年問題協議会

専門部会で審査・決定

大賞・奨励賞に係る

審査

周　知 ６月～８月
青少年健全育成関係団体会議や

通知等でアワードを周知

青少年健全育成事業

補助金対象団体

（102団体）

募　集 ６月～９月
補助金対象団体より、

エントリーシート等にて応募

写真等、エントリー

行事の様子がわかる

資料を添付
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令和４年度茨木市青少年問題協議会 第 1 回専門部会 【資料 7-3】 

 

ほっとけん！アワード実施要領 

１ 目的 

市内の青少年健全育成団体が実施する行事は、地域の大人と青少年が声をかけあう関

係づくりのための貴重な機会である。しかし、青少年の興味の多様化等による参加者の

減少や担い手不足から生じる恒常化など、行事の見直しや工夫が必要となっている。そ

こで、青少年自身が主役となり、自己有用感を高める等の効果を生み出した行事を好事

例として評価し表彰することで、他団体の効果的な活動を知る機会とし、各団体の活動

意欲を高めることで時代に応じた青少年の健全育成に資することを目的とする。 

２ 対象 

以下の協議会内の団体が前年度に青少年健全育成事業補助金を活用して実施した行事 

(1) 小学校区こども会育成連絡協議会 

(2) 小学校区青少年健全育成運動協議会 

(3) 小学校区青少年会育成会         

(4) 中学校区青少年健全育成運動協議会    

(5) 中学校区青少年指導員会  

３ 受賞行事の選考及び決定方法 

対象の各協議会から推薦された行事から、青少年問題協議会にて大賞「ほっとけん！

アワード」１行事、奨励賞４行事を決定する。 

なお、 (3)小学校区青少年会育成会は協議会が組織されていないことから、(4)中学

校区青少年健全育成運動協議会にて協議の上、行事を推薦する。 

４ 審査基準  

以下の項目等に基づき、３～４段階で評価し、各協議会及び青少年問題協議会にて審

査・決定する。 

(1) 重点目標に沿って行事計画・実施を行ったか。 

(2) 重点目標の沿った取り組みを実施することで期待される(実感した)効果 

(3) 青少年の役割 

(4) 青少年との相談 

(5) 青少年への指導と助言 

(6) 青少年の希望を取り入れたか 

(7) 独自性  

５ 賞の授与  

大賞「ほっとけん！アワード」受賞団体へ５万円、奨励賞受賞団体へ３万円を、賞状

と共に授与する。 

６ その他  

この要領に定めるものの他、必要な事項は別に定める。  

 

附則 この要領は令和２年７月20日から施行する。  
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令和４年度茨木市青少年問題協議会　第１回専門部会【資料７-４】

行事の概要

 

□

□

□

□

□　

・自身で考えてクリスマスカードを作り、コンテストに応募
・応募作品を公民館へ展示する際、配置レイアウトや会場の飾り付け方法を考
　えるとともに、大人と一緒に展示作業を行う

・青少年から寄せられた意見の集約や整理は大人がサポートし、調整を図った
・コンテストの企画や応募、審査、展示等のスケジュール管理について大人が
　一定の方向性を示す等し、運営がスムーズに進むように心がけた

ほっとけん！アワード　エントリーシート令和○年○月○日

団体名：※正式名称を記入してください。賞状、ＨＰ等に記載します。

　　　　　〇〇小学校区青少年健全育成運動協議会

行事名：

　　　　　クリスマスカードコンテスト　　　　　　　　　　　参加人数　200人

目　的：
　青少年健全育成運動重点目標「大人が気づいて声をかけあう関係づくり」の実現をめざし、カード作
りや展示を通じて、コロナ禍においても地域とのつながりを感じたり、周囲への感謝の気持ちや思いや
り等をもってもらえるような交流イベントを実施する。

日　時：令和○年11月17日（日）　10：00　～　16：00　　　　継続期間（第5回）

※活動の様子がわかるもの（写真・チラシ等）があればデータを専用フォーマットにてお送りく
ださい。

 

アピールポイント（※他の団体の参考になるような「工夫」「課題解決」「行事効果」「継続性」等を
アピールしてください。）

青少年との相談

青少年の希望を
取り入れたか

青少年の役割

青少年への指導と
助言

重点目標の「大人が気づいて声をかけあう関係づくり」を意識した取組

青少年に興味や関心を持ってもらったり、参加しやすくするため、アイデアを募っ
たり、コンテストの応募部門について相談した

カードを描く際、青少年から周囲の身近な人へに対する感謝のメッセージを添えてもらうような工夫
を取り入れ、人とのつながりや、声をかけあうことの大切さに気付いてもらえるようにした。

運営組織に教員や地域の関係団体の方々にも加わっていただくようにし、地域と青少年の関わりを深
めることが出来た。

多くの地域行事が中止となる中で、当行事を実施することに対し、感染症対策を徹底するとともに、
実施の趣旨を関係者に丁寧に説明し、協力をお願いした。

苦労した点、地域等に対する調整や働きかけ、工夫点等（新型コロナ禍での行事実施に係る工夫や、地域

への働きかけ、尽力した点等を記載してください。）

コロナ禍のため、関係者が多人数で会議等を行うことが難しい状況となり、企画や意見調整を図るこ
とが困難だった。「出来ない」「難しい」で済ませるのではなく、LINEやメール、オンライン会議
ツールでの意見交換を取り入れる等、従来の方法にこだわらず、柔軟な調整を試みた。

応募作品を団体の広報誌にも掲載し、コロナ禍のため行事に参加出来なかったり、公民館での展示に
お越しいただけなかった方にも、当団体の活動を知ってもらえるようにした。

大賞のほか、様々な作品の特徴を評価できるよう、○○賞、△△賞等、青少年の希
望や意見を取り入れたネーミングの賞を検討した
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令和４年度茨木市青少年問題協議会　第１回専門部会【資料7-5】

ほっとけん！アワード　採点表

行事名：

評価内容 点数

十分沿っている 10点

普通 ５点

工夫が必要 0点

・大人が地域の青少年とのつながりを深めている

・行事をきっかけとした継続的な効果が認められる　

・行事前の課題が解決に向かっている

青少年との相談 ・計画時や当日に青少年と相談をして進めている

青少年の希望を取り入れたか ・青少年の希望が取り入れられている

青少年の役割 ・企画、準備、司会、当日作業等をしている

青少年への指導と助言
・青少年の役割（参加者も含む）に対して、アドバイス

　や打ち合わせを行っている

独自性が高い 10点

普通 ５点

工夫が必要 0点

十分な実績 10点

普通 ５点

工夫が必要 0点

青少年健全育成運動重点目標：子どものＳＯＳほっとくん!?　大人が気づいて声をかけあう関係づくり

団体名　　　　　　　　　　　　　　　　

合計（100点）

総合判断

採点
評価/配点

重点目標に沿った取り組みを実施したことで得た効果 良い

やや良い

普通

やや良くない

10点

8点

５点

2点

独自性

項目 審査内容

重点目標に沿って行事実施をしたか
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令和４年度茨木市青少年問題協議会　第１回専門部会【資料８】

各団体の活動状況及び青少年と関わる中で感じていること（専門部会委員意見の集約）

項　　目 意　　見

青少年に

関すること

・コロナにより部活動が大きく影響を受けている。長く活動が制限されている吹奏楽部などはどこも低調、中に

は存続が難しくなっているところもある。また、個人的な事情や家庭の考えで部活に参加できない生徒もいる。

・各行事が制限され続け、学校生活でもコミュニケーションに制限や遠慮があるため、コロナ禍の前と比べ笑顔

が減り、コミュニケーション力も下がっていると感じる。

・店の都合によりアルバイトが不安定となっている。また、部活動がしにくい分、余計にアルバイトに生徒が流

れていると思う。さらに、マニュアル言葉を使用したり店舗スタッフとのやり取りがスマホであることから、肉

声ではないコミュニケーションが広がっており、危惧している。

団体の活動に

関すること

・PTA活動が停止状態の２年間であり、子どもとの関わりが希薄となった。また、以前と比べ小学生の行動が幼

く感じる。コロナ禍での活動制限により、子ども同士のコミュニケーションのやり取りが減少したことが原因か

と思われる。他の方は現状をどう感じているか知りたい。また、子どもの成長のためにどのように関わればよい

かも知りたい。

・中学生を対象に学校周辺と河川の清掃活動を３年ぶりに開催することができ、参加した生徒たちが楽しく活動

する姿を見ることができた。地域の一員としての啓発も含め、意義のある活動となった。一方で、コロナ禍では

生徒と地域の交流も十分でなく、より一層関係を深められるよう、学校との協力も必要と考える。

・コロナ禍で、青少年の活動やコミュニケーションの場がネットやSNSに移っており、地域や家庭の目の届かな

いところでのトラブルが懸念される。青少年指導員においては、各地域でのパトロール、ふるさと祭りへの協力

や祭りに伴う巡回街頭指導を行うとともに、周年行事の開催により中学校と青少年指導員の連携を深め、生徒と

青少年指導員との顔の見える関係づくりを目指したい。

・こども会活動がコロナ禍で停止状態となっているところもあり、育成者・指導者として運営に悩んでいる。こ

ども会も「活動がなく入っても意味がない」との声が多く、加入率が減少している。こども会活動は、学校生活

とは違った異年齢の親睦が図れ、キャンプでは他校区のこども同士での交流や育成者間の意見交換もできるた

め、これらの活動が奪われ人とのふれあいが希薄になり孤立化していくことを懸念している。

青少年に係る

社会情勢

・再び新型コロナウイルスの感染拡大があり、再開見通しとなっていた青少年育成の事業や活動の動向が懸念さ

れる。

・コロナ禍に伴う貧困など、家庭の事情による就学意欲の低下や離学率の上昇が懸念される。

・青少年への大麻汚染が危惧される。また、SNS等の利用に起因する犯罪被害の低年齢化が懸念される。
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